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令和２年五所川原市教育委員会第２回定例会議決結果表

議案番号 提 案 年 月 日 件 名 議 決 年 月 日 結 果

議案第４号 令和３年２月１６日 小学校スポーツ活動の方針の変更について 令和３年２月１６日 原案可決

議案第５号 令和３年２月１６日 中学校運動部活動の方針の変更について 令和３年２月１６日 原案可決

議案第６号 令和３年２月１６日 県費負担教職員人事の内申について 令和３年２月１６日 原案可決
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令和３年五所川原市教育委員会第２回定例会会議録

日時：令和３年２月１６日（火） 午後１時３０分開会

場所：五所川原市本庁舎 ３階 委員会室

◎議事日程

開会

第 １ 会議録署名委員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 前回会議録の承認（令和３年第１回定例会）

第 ４ 教育長の報告

第 ５ 議案第４号 小学校スポーツ活動の方針の変更について

第 ６ 議案第５号 中学校運動部活動の方針の変更について

第 ７ 議案第６号 県費負担教職員人事の内申について（非公開※）

閉会

※五所川原市教育委員会会議規則第１８条第２項の規定により、会議録を別に作成する。
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◎出席教育長及び委員（４名）

教育長 長 尾 孝 紀

１番 丁子谷 悟 委員

３番 奈 良 陽 子 委員

４番 楠 美 恭 寛 委員

◎説明のため出席した職員（８名）

教育部長 夏 坂 泰 寛

教育総務課 課長 永 山 大 介

社会教育課 課長 大 沢 丈 徳

スポーツ振興課 課長 近 藤 達 也

学校教育課 課長 谷 川 龍 三

学校給食センター 所長 葛 西 一

図書館 館長 吉 田 秋 蔵

学校教育課 課長補佐 川 浪 学

◎職務のため出席した職員（１名）

教育総務課 課長補佐 鎌 田 郁

◎開 会

○教育長

本日の出席は、私ほか委員が３名、定足数に達しております。これより令和３年五所川原市教育委員会第２回定例会を開会い

たします。

◎会議録署名委員の指名

◯教育長

日程第１、会議録署名委員の指名に入ります。会議録署名委員は、委員会会議規則第１７条第２項の規定により教育長が指名
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とありますので、私の方から指名いたします。３番 奈良委員、４番 楠美委員にお願いいたします。

◎会期の決定

◯教育長

日程第２、会期についてお諮りいたします。会期は本日一日としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

◯教育長

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日一日とすることに決定いたしました。

◎前回会議録の承認（令和３年第１回定例会）

○教育長

日程第３、前回の会議録の承認についてでありますが、ご異議なければ承認したいと思います。

（異議なしの声あり）

○教育長

ご異議がないようですので、第１回定例会の会議録を承認することに決しました。

◎教育長の報告

○教育長

日程第４、教育長の報告ですが、まず最初に１月２２日に行いました「令和２年度末勧奨退職者並びに定年退職者への通知書

交付式」についてお知らせいたします。令和２年度末の市内教職員の勧奨退職者は、教諭が４人、また定年退職者は、校長６名、

教諭８名、養護教諭１名、事務職員２名となり、両方合わせて２１名です。勧奨退職者の４名の方々には教育長室で、定年退職

者の方々には市役所本庁舎３階議会委員会室において、一人一人に通知書を交付させていただきました。今年度末の定年退職者
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が教職員になった昭和５０年代後半は、特に中学校において校内暴力が全国的に多発し、荒れる中学校の様子が幾度となく報道

され、社会問題化した時代でした。このような背景には、受験戦争の激化や詰め込み教育の弊害があると指摘され、ゆとり教育

への転換が叫ばれ、４０人学級や教育内容の精選と授業時数の削減などが実施された頃でもありました。その後平成の時代に入

り、学校週五日制の実施や学習指導要領の改訂も行われてきましたが、平成の後半には国際的な調査から学力低下が指摘されて

「脱ゆとり教育への転換」が叫ばれ、授業時数も元に戻されるなどの変遷を経て現在に至っております。今回定年退職される皆

さんは、平成の時代の教育の中心になって頑張ってこられた方々です。なお、退職者への辞令交付及び感謝状の贈呈は、３月３

１日に西北教育事務所において実施される予定です。

次に、２月１４日に嘉瀬スキー場で開催予定でありました教育委員会主催の「第６２回五所川原市学童スキー大会兼第２０回

北奥羽学童ジャンプ大会」が、五所川原保健所管内で新型コロナウイルスの感染者が発生したことを受け、感染拡大を防止する

ために中止となりました。昨年度も雪不足のために中止となっており、２年連続で開催中止となりました。うれしいニュースで

すが、スキーの関連で皆さんも新聞等ですでにご存じかと思いますが、２月１１日、金木中学校出身で五所川原農林高校２年生

の桑田匠選手が、札幌市の大倉山ジャンプ競技場で開催された雪印杯ジャンプ大会少年の部で見事に優勝しました。桑田選手は、

喜良市小時代に嘉瀬スキー場で開催された当市教委主催の「北奥羽学童ジャンプ大会」でも活躍しました。まだ２年生であり、

来年度も国体等での活躍が期待されます。

最後に、予定になりますが明日から開催される第１６回市内小・中学校美術展についてお知らせします。市教委では、市内の

小・中学生が作成した図画工作・美術作品を展示公開することにより児童・生徒及び保護者・市民が作品を鑑賞し交流し合って、

美術教育に対する関心を高め、学びを深める機会となるよう、第１６回市内小・中学校美術展を明日１７日から３日間、ＥＬＭ

２階「ＥＬＭホール」で開催します。小学校作品３５３点、中学校作品１６３点、合計５１６点の作品が展示されます。教育委

員の皆様にも市内児童・生徒の力作をぜひご覧いただきたいと思います。以上です。

◎付議案件

○教育長

次に、日程第５ 議案第４号「小学校スポーツ活動の方針の変更について」を議題といたします。

本件について、担当課より説明願います。

○スポーツ振興課長

議案第４号「小学校スポーツ活動の方針の変更について」、議案書を基に説明した。
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○教育長

これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。

（なしの声あり）

○教育長

質疑を終結いたします。採決いたします。本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長

異議なしと認めます。

よって、本件は原案のとおり可決されました。

次に日程第６ 議案第５号「中学校運動部活動の方針の変更について」を議題といたします。

本件について担当課より説明願います。

○学校教育課長

議案第５号「中学校運動部活動の方針の変更について」、議案書を基に説明した。

○教育長

これより質疑に入りますが、質疑はありませんか。

（なしの声あり）

○教育長

質疑を終結いたします。採決いたします。本件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）
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○教育長

異議なしと認めます。

よって、本件は原案のとおり可決されました。

次に、追加議案としまして、日程第７ 議案第６号「県費負担教職員人事の内申について」を議題といたします。本議案につ

いては、教職員の人事に関する案件のため、非公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（異議なしの声あり）

○教育長

異議なしと認め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定により、本件について公開しないこととい

たします。本件関係者以外は、本件が終了するまで、退出くださるようお願いいたします。

（関係者以外退出） 午後１時４１分

～ 五所川原市教育委員会会議規則第１５条のただし書きの規定により公開しない

こととした部分については第１８条第２項の規定により会議録を別に作成する ～

（退出者の入場） 午後２時０１分

○教育長

以上をもって今定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

「その他」として何かございますでしょうか。

○社会教育課長

配布しております資料「五所川原市子ども読書活動推進計画（第３次）」をご覧ください。第２次計画が今年度までとなり、

第３次計画が来年度から令和７年度までの５年間となります。素案を作成し、昨日２月１５日から３月１６日まで３０日間、パ

ブリックコメントを募集しております。委員の皆様には素案をご覧いただき何かございましたらお寄せくださればと思います。
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なお、次回定例会に提案する予定となっております。

○教育長

他に何かございませんでしょうか。

○スポーツ振興課長

令和２年度のスポーツ顕彰受賞者に追加がありましたので報告いたします、スポーツ奨励賞の団体の部門で、１団体、構成員

４名が追加となりました。五所川原第一中学校の陸上競技部男子１年４００メートルリレーチームで、秋の新人戦で県大会１位

となりスポーツ奨励賞に該当するものです。今年度の受賞者総数は、個人が３３名、団体が９団体８８名となりました。スポー

ツ振興課では、今後も新聞の記事や主要な大会の結果を確認し、漏れがないようにしていきたいと思います。以上です。

○教育長

他に何かございませんでしょうか。

（なしの声あり）

○教育長

ないようですので、これを持ちまして令和３年五所川原市教育委員会第２回定例会を閉会いたします。

午後２時０６分閉会
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署 名

五所川原市教育委員会会議規則第１７条第２項の規定により、ここに署名する。

令和３年２月１６日

五所川原市教育委員会教育長 長 長 尾 孝 紀

五所川原市教育委員会委員 ３番 奈 良 陽 子

五所川原市教育委員会委員 ４番 奈 楠 美 恭 寛

会議の書記 教育総務課長 川 永 山 大 介


